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木曽郡町村議会議員総会

　８月４日木曽郡町村議会議員総会が開催されました。
　総会では、鈴木紀夫議員、鎌倉寿恵議員２名の方が１０
年以上の自治功労者表彰を受賞されました。また、提出
議題審議では、水澤まどか議員が「中山間地域における
小規模農業の持続可能な振興について」を議題として提
案され、決議されました。

議会会期 議会会期 
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　9　9月月11日〜9月18日11日〜9月18日
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18あげまつ議会だより　第 192号

（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

公園の整備はどうするのか
答 公園の有り方から見直し進める
山本勝己　議員

Ｑ　
下
河
原
公
園
池
の
水
門
工
事

は
昨
年
の
六
月
定
例
会
の
指
摘
か

ら
一
年
経
つ
が
未
だ
手
つ
か
ず
。

Ａ
　
漏
水
調
査
を
し
て
予
算
確
保

を
し
た
。
秋
口
に
は
発
注
し
て
今

年
度
に
完
成
を
目
指
す
。

Ｑ　
同
じ
公
園
内
の
歩
道
橋
の
修

繕
は
ど
う
す
る
か
。

Ａ
　
県
と
協
議
し
て
国
の
補
助
金

を
利
用
し
て
進
め
る
。

Ｑ　
盛
土
の
部
分
は
町
の
管
理
で

は
な
い
の
か
。

Ａ
　
盛
土
の
部
分
は
町
の
管
理
。

公
園
全
体
の
整
備
も
含
め
検
討
す

る
。

Ｑ　
五
キ
ロ
南
に
大
桑
村
の
運
動

公
園
が
あ
る
。
上
松
町
か
ら
も
多

く
の
家
族
が
利
用
し
て
い
る
。
草

は
刈
ら
れ
マ
ム
シ
の
心
配
も
な
い
。

町
と
し
て
町
民
が
集
う
公
園
を
今

後
ど
う
す
る
の
か
。

Ａ
　
公
園
は
町
民
が
集
う
大
事
な

場
所
。
今
後
の
有
り
方
も
含
め
検

討
す
る
。

Ｑ　
有
害
鳥
獣
に
つ
い
て
、
町
内

で
も
サ
ル
、
イ
ノ
シ
シ
の
農
作
物

被
害
が
深
刻
。
熊
に
つ
い
て
は
命

に
係
わ
る
事
。
町
の
対
応
は
。

Ａ
　
農
作
物
被
害
は
深
刻
で
、
任

用
職
員
を
雇
用
し
、
サ
ル
に
つ
い

て
は
大
型
柵
を
使
い
一
度
に
多
く

の
捕
獲
を
実
施
し
て
い
る
。
今
後

も
こ
の
方
法
を
進
め
て
い
く
。
イ

ノ
シ
シ
は
罠
を
増
や
し
て
い
る
。

熊
は
現
時
点
で
二
十
頭
捕
殺
し
て

い
る
。
郡
内
で
も
七
十
頭
に
迫
る

頭
数
が
捕
獲
さ
れ
て
い
る
が
引
き

続
き
捕
獲
し
て
い
く
。

Ｑ　
県
よ
り
二
〇
五
〇
年
の
上
松

町
の
推
計
人
口
は
一
九
九
〇
人
が

示
さ
れ
て
い
た
。
町
の
対
策
は
。

Ａ
　
町
と
し
て
の
目
標
は
二
八
八

一
人
と
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　
具
体
的
な
取
り
組
み
は
。

Ａ
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
を
通
じ
活
動
し
て

い
る
。

Ｑ　
一
番
大
事
な
移
住
定
住
の
対

策
は
。

Ａ
　
空
き
家
バ
ン
ク
は
件
数
を
増

や
し
て
進
め
て
い
る
。
補
助
金
に

つ
い
て
は
県
の
補
助
金
と
町
の
補

助
金
を
準
備
し
て
い
る
。
テ
レ

ワ
ー
ク
の
環
境
は
ま
だ
整
備
出
来

て
い
な
い
。

　

人
口
減
少
は
当
町
だ
け
で
な
く

日
本
全
体
の
問
題
だ
が
、
町
と
し

て
社
会
増
減
に
力
を
入
れ
て
人
口

の
減
少
を
緩
や
か
に
し
て
い
く
様

に
努
め
る
。

分娩支援体制構築に住民意見の反映と周知を
答 支援内容の検討中、進展があれば周知する
水澤まどか　議員

Ｑ　
木
曽
病
院
で
は
分
娩
体
制
の

継
続
が
難
し
い
と
示
さ
れ
た
。
住

民
説
明
会
で
は
補
助
不
足
や
オ
ン

ラ
イ
ン
配
信
が
な
く
子
育
て
世
代

の
声
が
届
き
に
く
い
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は

情
報
が
な
く
、
周
知
不
足
を
感
じ

る
。
今
後
ど
の
よ
う
に
住
民
の
声

を
受
け
止
め
、
周※

産
期
医
療
や
子

育
て
支
援
体
制
に
反
映
す
る
か
。

Ａ
　
郡
内
町
村
長
で
県
や
県
議
会
、

病
院
機
構
に
医
師
確
保
、
遠
方
出

産
へ
の
経
済
的
支
援
、
小
児
科
常

勤
医
師
配
置
を
要
望
し
て
い
る
。

木
曽
病
院
と
他
地
域
の
分
娩
機
関

と
の
連
携
を
図
る
こ
と
は
共
有
さ

れ
て
お
り
、
共
通
診
療
ノ
ー
ト
の

内
容
を
検
討
中
。
宿
泊
支
援
や
相

談
支
援
内
容
も
協
議
中
で
、
進
展

が
あ
れ
ば
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周

知
す
る
。
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

行
事
や
健
診
時
に
も
周
知
、
意
見

を
伺
い
た
い
。
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー

ト
等
は
今
後
検
討
す
る
。

Ｑ　

介
護
人
材
不
足
は
深
刻
で
、

国
が
示
す
二
〇
四
〇
年
の
課
題
は

上
松
町
で
は
す
で
に
現
実
で
あ
る
。

十
年
後
の
要
介
護
認
定
者
数
と
人

材
の
見
通
し
を
伺
う
。

Ａ
　
令
和
五
年
末
の
認
定
者
は

三
百
二
十
名
、
認
定
率
一
七
・
九

％
で
、
二
〇
三
五
年
は
三
百
十
六

名
、
二
十
・
六
％
と
推
計
し
て
い

る
。
人
材
や
サ
ー
ビ
ス
量
は
現
状

と
同
程
度
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。

Ｑ　
人
材
不
足
対
策
は
事
業
所
任

せ
で
は
限
界
が
あ
る
。
町
と
し
て

の
具
体
的
な
支
援
策
を
伺
う
。

Ａ
　
地
域
ケ
ア
会
議
で
事
業
所
と

情
報
共
有
し
、
住
宅
支
援
な
ど
他

の
係
と
も
連
携
し
て
支
援
を
進
め

た
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
つ
い
て
国

の
補
助
制
度
活
用
を
働
き
か
け
、

木
曽
広
域
連
合
と
も
連
携
し
て
人

材
確
保
に
努
め
る
。
地
域
ご
と
の

実
情
に
合
っ
た
介
護
報
酬
を
設
け

る
な
ど
の
制
度
改
善
を
国
に
要
望

し
た
い
。

Ｑ　
医
療
や
福
祉
の
課
題
を
次
世

代
と
も
共
有
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
学
校
教
育
で
の
取
り
組
み

を
伺
う
。

Ａ
　
中
学
校
で
は
一
年
生
で
福
祉

体
験
、
二
年
生
で
職
場
体
験
を
実

施
、
三
年
生
は
地
域
課
題
探
究
の

実
施
を
予
定
し
て
い
る
。
子
ど
も

計
画
策
定
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
地
域
医
療

へ
の
関
心
が
高
く
、
学
校
と
し
て

今
後
も
取
り
組
み
を
続
け
る
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
制
度
に
よ

り
、
地
域
と
一
体
で
特
色
あ
る
学

び
を
進
め
、
ニ
ー
ズ
が
合
え
ば
補

助
金
の
積
極
的
な
活
用
を
考
え
た

い
。

※周産期医療：妊娠２２週から出生後７日未満の期間に、
　母体、胎児、新生児に対して行われる医療全般

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

Ｑ　
木
曽
病
院
分
娩
廃
止
に
伴
う

経
済
的
な
自
己
負
担
増
分
の
全
額

保
証
の
方
向
性
と
進
捗
を
聞
く
。

Ａ
　
何
が
増
分
費
用
か
不
明
で
あ

り
全
額
保
証
は
考
え
て
い
な
い
。

Ｑ　
遠
方
病
院
の
移
動
距
離
大
幅

増
加
で
事
故
等
の
発
生
時
の
責
任

者
と
保
障
は
明
確
に
な
っ
た
か
。

Ａ
　
事
故
等
の
責
任
と
保
障
は
妊

婦
本
人
が
措
置
す
べ
き
話
で
あ
る
。

Ｑ　
事
業
の
計
画
書
（
公
益
性
・

採
算
性
他
）
を
作
成
せ
ず
木
曽
川

横
断
橋
の
寄
付
を
受
け
た
が
寄
付

決
定
前
三
年
間
の
小※

１
野
ケ
谷
橋
通

行
者
の
平
均
と
最
大
は
何
人
か
。

Ａ
　
調
査
し
て
い
な
い
の
で
不
明
。

Ｑ　
寄
付
受
領
後
間
も
な
く
通
行

止
め
と
な
っ
た
理
由
は
何
か
。

Ａ
　
老
朽
化
で
床
板
が
損
傷
し
た
。

Ｑ　
橋
の
撤
去
費
用
は
い
く
ら
か
。

Ａ
　
解
体
撤
去
二
千
六
百
万
円
、

架
替
え
で
二
億
二
千
三
百
万
円
。

Ｑ　
点
検
や
撤
去
へ
の
税
金
投
入

は
血
税
で
あ
る
。
決
裁
者
の
損
害

賠
償
責
任
と
道
義
的
な
責
任
は
。

Ａ
　
不
法
行
為
な
ら
ば
国
家
賠
償
。

Ｑ　
関※

２
電
社
宅
一
棟
借
り
で
町
の

支
出
約
五
億
円
の
事
業
の
計
画

（
公
益
性
・
採
算
性
・
入
居
見
込

み
・
賃
貸
料
・
財
政
計
画
他
）
を

作
成
せ
ず
町
と
関※

３

電
不
動
産
の

ト
ッ
プ
間
で
一
戸
月
九
万
円
で
賃

貸
料
を
決
定
し
た
。
賃
貸
料
の
市

場
調
査
・
見
積
り
比
較
・
専
門
家

の
鑑
定
な
ど
適
正
価
格
交
渉
、
議

会
議
決
、
住
民
説
明
と
意
見
聴
取

の
全
て
が
未
実
施
。
あ
る
企
業
に

一
戸
六
人
共
用
で
賃
貸
、
高
校
生

に
賃
貸
と
特
定
企
業
や
個
人
と
事

前
交
渉
の
疑
い
あ
り
。
社
会
常
識

的
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
な
い
理
由
は
。

Ａ
　
住
民
に
選
ば
れ
た
町
長
が
政

策
決
定
、
執
行
権
限
が
あ
る
。
住

民
等
の
意
見
を
聴
く
必
要
は
な
い
。

Ｑ　
既
に
契
約
し
た
の
か
。
監
査

員
は
本
事
業
を
監
査
し
た
の
か
。

Ａ
　
契
約
済
み
。
本
事
業
は
令
和

六
年
度
監
査
対
象
に
な
っ
て
い
な

い
。

Ｑ　
十
五
年
間
の
入
居
予
想
は
。

Ａ
　
入
居
予
想
は
立
て
て
い
な
い
。

出産費用と住民のための税の支出を要求
答 全額保証しない、政策決定に住民意見は不要
森　茂雄　議員 　　※１　小野ケ谷橋：橋長１２６ｍ、幅員２ｍ、昭和２９年建設、経年７１年

　　※２　関電社宅：所有者は関電不動産であり、関電が一棟借り賃貸契約
　　※３　関電不動産：関電子会社の大手不動産会社、賃貸業他売上げ１千億円

町内の側溝・マスの泥上げを行政で出来ないか
答 今までと同じ行政サービスを行うのは困難だ
鈴木紀夫　議員

Ｑ　
上
松
町
に
設
置
さ
れ
て
い
る

側
溝
は
地
図
上
に
あ
る
か
。

Ａ
　
全
体
像
の
地
図
の
落
と
し
込

み
は
な
い
。
道
路
の
付
帯
施
設
な

の
で
、
道
路
台
帳
図
面
に
部
分
的

な
記
載
が
あ
る
。

Ｑ　
以
前
に
住
民
か
ら
側
溝
の
水

が
あ
ふ
れ
た
と
言
う
通
報
や
、
職

員
が
見
回
っ
た
と
き
に
側
溝
か
ら

水
が
あ
ふ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
か
。

Ａ
　
令
和
三
年
の
八
月
豪
雨
時
に

は
町
内
各
所
で
側
溝
か
ら
水
が
あ

ふ
れ
た
事
が
あ
る
。

Ｑ　
そ
の
時
に
本
町
の
一
里
塚
付

近
の
側
溝
か
ら
あ
ふ
れ
た
水
が
中

町
ま
で
流
れ
、
サ
バ
土
が
道
路
上

に
残
っ
た
。
町
内
の
側
溝
を
点
検

し
、
豪
雨
時
に
備
え
な
い
か
。

Ａ
　
点
検
は
職
員
で
草
刈
り
や
補

修
作
業
の
折
に
行
っ
て
い
る
が
、

町
内
す
べ
て
は
困
難
で
あ
る
。

Ｑ　
各
地
区
で
側
溝
の
掃
除
や
マ

ス
内
の
泥
上
げ
を
行
っ
て
き
た
が
、

高
齢
化
や
人
口
減
少
で
出
来
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
行
政
で
マ
ス

の
泥
上
げ
を
行
う
こ
と
を
提
案
す

る
。

Ａ
　
泥
上
げ
作
業
員
の
確
保
や
作

業
委
託
し
た
場
合
の
予
算
確
保
の

問
題
が
あ
り
全
て
は
難
し
い
。

Ｑ　
側
溝
や
マ
ス
の
泥
上
げ
は
地

区
要
望
で
上
が
っ
て
こ
な
い
か
。

Ａ
　
地
区
の
要
望
で
上
が
っ
て
き

て
い
る
が
、
で
き
る
だ
け
地
区
で

や
っ
て
頂
き
た
い
。
側
溝
の
蓋
が

あ
ま
り
に
も
重
く
て
作
業
が
出
来

な
い
と
言
う
話
も
聞
く
。
そ
う

言
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
予
算
確

保
の
検
討
を
し
て
い
く
。

Ｑ　
豪
雨
時
に
側
溝
の
水
が
あ
ふ

れ
て
床
下
浸
水
被
害
と
い
う
の
は

あ
ま
り
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

異
常
気
候
を
考
え
た
と
き
に
は
今

一
度
足
下
の
災
害
に
も
目
を
向
け

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
出
来
る
限
り
地
域
の
こ
と
は

住
民
主
体
で
行
う
の
が
本
来
の
姿

だ
と
思
う
。
今
後
人
口
減
少
が
進

ん
で
い
っ
た
場
合
に
、
今
の
レ
ベ

ル
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
は
難

し
い
。
地
域
活
動
を
支
え
る
仕
組

み
作
り
と
総
合
的
な
対
応
を
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関電社宅4階 24戸築 27年一棟借り関電社宅4階 24戸築 27年一棟借り

令和３年の豪雨で側溝から溢れた土令和３年の豪雨で側溝から溢れた土

町役場／関電／関電不動産との交渉記録

令和６年11月 26日　役場起案文書　町：令和７年国勢調査
までに全室入居させる　関電：非公表とし一部議員組織の委員
会に留めること。翌１２月契約締結時期調整で合意
令和６年12月 16日　役場復命書　関電：関電として８戸借
り受けたい　役場：全戸改装前でも国勢調査前に契約締結、一
部議員委員会の事前相談で契約前の借受　申込書の提出は可能
である
令和７年1月 15日　賃料９万円×１２月×２４戸×１５年
間≒３億９千万円で借受申込み
賃料＋共用費＋設備点検・管理費≒約５億円
町が自ら一棟賃貸しなければ、町負債はゼロ

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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（
本
文
は
問
答
も
含
め
質
問
者
の
執
筆
に
よ
る
も
の
で
す
。）

一
　
般
　
質
　
問

「縮充するまちづくり」の講演会実施を提案する
答 講師を招き講演会やワークショップを検討したい
小林信彦　議員

Ｑ　
六
月
議
会
定
例
会
に
お
け
る

施
政
方
針
や
一
般
質
問
の
答
弁

で
、
町
長
の
考
え
る
方
針
「
縮
充

す
る
ま
ち
づ
く
り
」
に
つ
い
て
、

他
地
域
の
具
体
事
例
も
交
え
て
話

し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
非
常
に

良
か
っ
た
。
役
場
職
員
や
町
民
と

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
た
め

に
「
縮
充
す
る
ま
ち
づ
く
り
」
の

提
唱
者
で
あ
る
山
崎
氏
を
招
い
て

講
演
会
等
を
実
施
で
き
な
い
か
。

Ａ
　
で
き
れ
ば
講
師
を
迎
え
て
ま

ち
づ
く
り
の
講
演
会
や
町
民
参
加

型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
具
体

的
な
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
を

進
め
る
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
。

Ｑ　
こ
れ
ま
で
何
度
か
必
要
性
に

つ
い
て
質
問
を
し
て
き
た
地
方
創

生
に
関
す
る
国
の
交
付
金
や
人
材

活
用
の
制
度
に
つ
い
て
、
縮
充
す

る
ま
ち
づ
く
り
に
は
こ
れ
ら
の
活

用
が
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
く
る

と
考
え
る
が
、
方
針
を
伺
う
。

Ａ
　
指
摘
の
と
お
り
今
ま
で
地
方

創
生
の
交
付
金
の
活
用
が
少
な

か
っ
た
。
町
の
一
般
財
源
が
乏
し

い
中
で
新
た
に
事
業
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
交
付
金
の
活
用
を
積

極
的
に
図
ら
な
い
限
り
、
事
業
実

施
が
困
難
で
あ
っ
た
り
制
限
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
状
況
に

な
る
。
交
付
金
活
用
の
た
め
の
組

織
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
取
り
組

ん
で
い
く
予
定
と
し
て
い
る
。

Ｑ　
人
材
活
用
制
度
に
つ
い
て
役

場
全
体
で
理
解
を
進
め
る
勉
強
会

が
や
は
り
必
要
で
は
。

Ａ
　
十
月
以
降
に
地
域
お
こ
し
協

力
隊
と
地
域
活
性
化
企
業
人
に
関

す
る
制
度
勉
強
会
を
総
務
省
が
認

定
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
招
い
て

実
施
す
る
予
定
。

Ｑ　
地
域
の
未
利
用
資
源
の
活
用

と
し
て
町
の
森
林
資
源
・
木
材
の

活
用
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ａ
　
町
の
振
興
の
た
め
に
木
材
関

連
産
業
の
振
興
に
力
を
入
れ
る
こ

と
は
不
可
欠
。
木
材
産
業
の
活
性

化
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
考
え

て
政
策
的
に
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
た
い
。

Ｑ　
林
業
・
木
材
産
業
人
材
育
成

の
た
め
に
は
子
供
の
頃
か
ら
森
で

の
学
び
の
機
会
が
重
要
。
地
域
お

こ
し
協
力
隊
制
度
等
を
活
用
し
て

体
験
や
学
び
の
場
の
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
の
採
用
は
で
き
な
い
か
。

Ａ
　
林
業
に
関
わ
る
人
材
は
不
足

し
て
い
る
。
後
継
者
を
育
成
す
る

た
め
に
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
色
々
な
こ
と
を
教
え
る
方
は
必

要
。
候
補
場
所
の
選
定
や
受
入
体

制
を
整
え
、
林
業
の
体
験
だ
け
で

な
く
観
光
や
町
に
来
て
も
ら
え
る

一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
よ
う
育

て
て
い
け
た
ら
い
い
と
考
え
る
。

令和６年度　一般・特別会計決算認定
　

区　　分 歳　　入 歳　　出 差　　引
一 般 会 計 ４１億８,２５４万円 ４０億７,９１３万円 １億０,３４１万円
国民健康保険特別会計 ４億２,１３３万円 ４億０,５６４万円 １,５６９万円
後期高齢者医療特別会計 ８,３１２万円 ８,３１２万円 ０円
奨 学 金 特 別 会 計 ３９６万円 ３９６万円 ０円

合 計 ４６億９,０９５万円 ４５億７,１８５万円 １億１,９１０万円

令和６年度　上松町水道事業会計決算認定 令和６年度　上松町下水道事業会計決算認定

区　　分 決　算　額 区　　分 決　算　額
収 益 的 収 入 ２億４, ３１１万円 収 益 的 収 入 １億８, ８０３万円
収 益 的 支 出 ２億２, ２１９万円 収 益 的 支 出 １億８, ５４９万円
資 本 的 収 入 ２億１, ９４３万円 資 本 的 収 入 ６, ５０４万円
資 本 的 支 出 ２億６, ４７２万円 資 本 的 支 出 １億２, ０６５万円

【令和６年度一般会計】
山本議員　町税が６４０万円減額になった原因は、人口減少によるものか。
Ａ　一概に人口減少だけによるものではない。国施策として行った定額減税関係が
影響したと思われる。

主な　　
質疑応答

広
報
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令和７年度　一般・特別・公営事業会計補正予算
一般会計（第２号）	 補正額	 １億４，１８１万円	 総額	 ４３億２，０５８万円
主な歳入
　　地方交付税	 地方交付税確定	 １億３，４９４万円
　　国庫支出金	 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	 　（プレミアム商品券、定額減税補足給付金）	 １，９５６万円
　　県支出金	 市町村森林整備支援金	 △２２０万円
　　繰入金	 財政調整基金繰入金	 △７，９４０万円

主な歳出
　　総務費	 まちづくり事業
	 　（地域力創造アドバイザー派遣業務他）	 １５３万円
　　総務費	 買い物支援事業	
	 　（買い物支援車両購入見送りによる）	 △４３９万円
　　衛生費	 予防事業	
	 　（インフルエンザ予防接種助成他）	 ２６２万円
　　農林水産業費	 有害鳥獣駆除事業	 △１６５万円
　　商工費	 商工振興事業（プレミアム商品券印刷代他）	 ５，６４３万円
　　教育費	 上松小学校管理事業
	 　（小学校体育館煙突陣笠修繕）	 １３０万円

国民健康保健特別会計（第２号）
	 補正額	 ３８３万円	 総額	 ４億３，６５１万円

水道事業会計（第２号）
　　収益的収入	 補正額	 ２２８万円	 総額	 ２億３，３７５万円
　　収益的支出	 補正額	 ２２８万円	 総額	 ２億３，３７５万円
　　資本的収入	 補正額	 ０円	 総額	 ５，２８３万円
　　資本的支出	 補正額	 ５０７万円	 総額	 ９，５１３万円

一
般
会
計

鈴
木
議
員　
地
域
力
創
造
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

は
何
か
。

Ａ
　
総
務
省
で
認
定
し
て
い
る
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
呼
ん
で
地
域
活
性
化
起
業
人
制
度

（
企
業
の
社
員
を
自
治
体
に
派
遣
し
、
地
域

貢
献
す
る
活
動
の
支
援
）の
勉
強
会
を
開
催
、

実
施
計
画
を
ご
提
案
頂
く
。

鈴
木
議
員　
買
い
物
支
援
事
業
で
支
援
車
両

の
購
入
を
見
送
っ
た
原
因
は
何
か
。

Ａ
　
軽
四
車
両
で
よ
く
見
か
け
る
販
売
車
両

の
よ
う
に
し
た
か
っ
た
が
、
標
準
的
な
も
の

が
な
く
、
入
札
が
不
調
と
な
っ
た
た
め
。
ト

ラ
ッ
ク
も
古
く
な
っ
て
い
る
の
で
次
年
度
に

は
更
新
を
し
た
い
。

茂
澄
議
員　
今
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
予
防
接
種
の
予
定
は
あ
る
か
。

Ａ
　
六
十
五
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
予
定
し

て
い
る
。
国
の
補
助
が
な
く
な
っ
た
た
め
今

回
は
五
千
円
の
補
助
と
す
る
。

水
澤
議
員　
農
林
水
産
費
有
害
鳥
獣
駆
除
事

業
の
減
額
は
緩
衝
帯
整
備
が
縮
小
さ
れ
る
の

か
。

Ａ
　
希
望
し
た
金
額
の
補
助
が
つ
か
な
か
っ

た
が
、
計
画
は
し
て
い
る
。

主

な

質

疑

応

答

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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条例制定及び改正等の議決結果
9 月定例会
報　 告 専決処分した事件の報告について（損害賠償の額の決定について） ー

条　 例

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 可　決

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町給水条例の一部を改正する条例について 可　決

上松町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例
について 可　決

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条
例について

可　決

補正予算

令和７年度上松町一般会計補正予算（第２号） 可　決

令和７年度上松町国民健康保険特別会計補正予算 (第２号 ) 可　決

令和７年度上松町水道事業会計補正予算（第２号） 可　決

決　 算

令和６年度上松町一般会計決算認定について 認　定

令和６年度上松町国民健康保険特別会計決算認定について 認　定

令和６年度上松町後期高齢者医療特別会計決算認定について 認　定

令和６年度上松町奨学金特別会計決算認定について 認　定

令和６年度上松町水道事業会計決算認定について 認　定

令和６年度上松町下水道事業会計決算認定について 認　定

契　 約
工事請負契約の締結について
　（令和７年度　定住促進住宅田代ハイツＨ棟建設工事） 可　決

諮　 問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 同　意

同　 意

教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 同　意

上松町教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて 同　意

上松町監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 同　意

①
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
育
児
を
行
う
職
員
の
職
業
生
活
と

家
庭
生
活
の
両
立
を
一
層
容
易
に
す

る
た
め
、
部
分
休
業
制
度
の
拡
充
に
係

る
規
定
を
整
理
す
る
。

②
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て【
改
正
理
由
】
育
児
・
介
護
休
業
法
及
び

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
子
の
年
齢
に
応
じ
た

柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
た
め
、
所
定
の
改
正
を

行
う
。

③
上
松
町
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て 

【
改
正
理
由
】
能
登
半
島
地
震
を
踏
ま
え
、

災
害
時
に
町
長
が
指
定
し
た
他
の
水

道
事
業
指
定
業
者
に
よ
る
給
水
装
置

復
旧
工
事
を
可
能
と
す
る
た
め
条
例

を
改
正
す
る
。

④
上
松
町
認
可
地
縁
団
体
の
印
鑑
の
登
録

及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

条
例
の
制
定
及
び

改

廃

等

の

説

明
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報
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す
る
条
例
に
つ
い
て

【
改
正
理
由
】
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
認
可
地
縁
団
体
の
告
示
事
項

で
あ
る
「
事
務
所
」
を
「
主
た
る
事
務

所
」
に
変
更
す
る
。

⑤
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
改
正
理
由
】
情
報
シ
ス
テ
ム
標
準
化
に

よ
り
住
登
外
者
管
理
機
能
が
導
入
さ

れ
、
こ
の
機
能
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

利
用
事
務
等
を
条
例
に
定
め
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
改
正
す
る
。

委
員
会
や
個
人
活
動
以
外
の
件

七
月

　

十
四
日

　

長
野
県
町
村
議
会
議
員
研
修
会

八
月

　
　
四
日　

木
曽
郡
町
村
議
会
議
員
総
会

決
議①

長
野
県
立
木
曽
病
院
の
医
療
体
制

の
維
持
・
強
化
を
期
す
る

②
中
山
間
地
域
に
お
け
る
小
規
模
農

業
の
持
続
可
能
な
振
興
を
期
す
る

③
木
曽
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉

政
策
の
推
進
を
期
す
る

④
木
曽
地
域
の
人
口
減
少
に
対
す
る

支
援
策
拡
充
を
期
す
る

⑤
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
強
化
の
推
進

を
期
す
る

⑥
木
曽
地
域
の
道
路
交
通
網
の
整
備

と
木
曽
川
の
治
水
を
期
す
る

　

十
五
日　

二
十
歳
の
集
い

九
月

　
十
一
日　

上
松
町
議
会
定
例
会

　
十
八
日　

上
松
町
議
会
定
例
会

　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会
・

総
務
常
任
委
員
会
合
同
視
察
研
修

日
時　
令
和
七
年
九
月
十
二
日
（
金
）

場
所　
上
松
町
内

内
容　
完
成
し
た
十
王
沢
第
二
砂
防
堰
堤

改
築
工
事
（
事
業
主
体
：
国
土
交
通
省
多

治
見
砂
防
国
道
事
務
所
）、
田
代
沢
砂
防

堰
堤
新
設
工
事
（
事
業
主
体
：
長
野
県
木

曽
建
設
事
務
所
）
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
現
場
に
て
事
業
内
容
と
期
待
さ
れ
る

効
果
に
つ
い
て
、
担
当
職
員
か
ら
説
明
を

受
け
た
。
ま
た
、
現
在
工
事
中
の
寝
覚
観

光
地
整
備
工
事
（
事
業
主
体
：
上
松
町
）、

関
西
電
力
社
宅
改
築
工
事
（
事
業
主
体
：

関
電
不
動
産
開
発
㈱
）
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
現
場
に
お
い
て
現
在
の
工
事
進

捗
状
況
を
担
当
職
員
か
ら
説
明
を
受
け
た
。

所

管

事

務

調

査

十王沢砂防堰堤説明会十王沢砂防堰堤説明会 十王沢第2砂防堰堤十王沢第2砂防堰堤

田代沢砂防堰堤田代沢砂防堰堤

長野県町村議会研修長野県町村議会研修

議
会
活
動
報
告

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り
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編

集

後

記

　

九
月
十
二
日
に
上
松
町
議
会
全
員
で
十

王
沢
第
二
砂
防
堰
堤
改
築
工
事
（
ス
リ
ッ

ト
化
）、
寝
覚
砂
防
堰
堤
（
田
代
沢
）、
寝

覚
ト
イ
レ
整
備
工
事
、
旭
町
コ
ー
ポ
（
旧

関
西
電
力
社
宅
）
の
現
場
視
察
を
行
い
ま

し
た
。

　

十
王
沢
第
二
砂
防
堰
堤
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
堰
堤
の
中
央
部
分
を
鋼
製
ス
リ
ッ
ト
に

す
る
こ
と
で
流
木
を
食
い
止
め
、
下
流
域

を
守
る
た
め
に
改
築
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
代
沢
堰
堤
は
沢
か
ら
の
土
石
流
、
地

滑
り
、
崖
崩
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

　

寝
覚
地
区
ト
イ
レ
整
備
は
寝
覚
駐
車
場

を
拠
点
に
観
光
推
進
す
る
た
め
、
地
元
関

係
者
の
協
力
を
得
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

旭
町
コ
ー
ポ
は
旧
関
西
電
力
社
宅
を
町
が

借
り
受
け
て
町
営
住
宅
と
し
、
移
住
定
住

者
増
の
た
め
進
め
て
い
ま
す
。

　

安
全
で
安
心
な
町
を
維
持
し
て
い
く
た

め
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
支
え
て
い
る
現

場
を
視
察
す
る
事
は
意
義
の
あ
る
事
で
し

た
。

〈
鈴
木
紀
夫
〉

松塩筑木曽老人福祉施設組合議会報告
令和 7 年７月定例会　７月 2 ８日		
●議案

同 意 監査委員の選任について　　監査委員 : 上杉　陽一氏 同　意

報　 告

松塩筑木曽老人福祉施設組合特別職の職員の報酬に関する条例の一部を改正
する条例の専決処分報告について ━

管理者の専決処分事項の指定に係る報告　介護事故に係る専決処分 2件 ━

●議員全員協議会		
　1. 協議事項　	
	 ・給与制度等検討委員会の委員の指名について
　2. 報告事項	
	 (1) 組合施設の民間活用に係るアンケート調査の実施について
	 (2) 組合施設再編の中間報告について
	 (3) 松塩筑木曽老人福祉施設組合　規約検討会議の検討状況について

人
権
擁
護
委
員

　
　

神
田
　
千ち
ふ
み史

　
氏	

（
再
任
）

理
由　
任
期
満
了
に
よ
る	

同
意

上
松
町
監
査
委
員
　

　
　
塚
本
　
啓
二
　
氏	
（
再
任
）

理
由　
任
期
満
了
に
よ
る	
同
意

教
育
長

　
　
古
瀬
　
全あ
き
ら

　
　
氏	

（
再
任
）

理
由　
任
期
満
了
に
よ
る	

同
意

上
松
町
教
育
委
員
会
委
員

　
　
小
林
　
洋
平
　
氏	

（
再
任
）

理
由　
任
期
満
了
に
よ
る	

同
意

選

任

任

命

過
去
の
議
会
だ
よ
り
も

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

ご
覧
頂
け
ま
す
。

広
報
あ
げ
ま
つ

議
会
だ
よ
り


